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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１使用者のＩＤで、第１画面と第２画面の表示が可能な位置情報プログラムにログイ
ンした第１携帯端末と、
　前記位置情報プログラム上のグループチャットで前記第１使用者と同じ第１のグループ
に属する第２使用者のＩＤで、前記位置情報プログラムにログインした第２携帯端末と、
　前記第１携帯端末と前記第２携帯端末の位置情報、及び災害情報について、前記第１携
帯端末と前記第２携帯端末と送受信する位置情報サーバーとを備え、
　前記第１携帯端末における前記第１画面は、前記位置情報サーバーから受信した災害情
報と、前記災害情報に関連する地図と、前記第２画面であって前記第１のグループに対応
するものに切り替えるための第１表示領域と、前記第１使用者と前記第２使用者を含む前
記第１のグループに属する使用者の位置情報と、前記第１使用者の位置情報を前記第１の
グループに属する使用者に知らせるための第１位置通知ボタンを有し、
　前記第１携帯端末における前記第２画面は、前記グループチャットを表示する領域を有
し、
　前記第１携帯端末における前記第１画面の前記第１位置通知ボタンが操作された場合に
、前記グループチャットであって前記第１のグループに対応するものには、前記第１使用
者の発言として前記第１携帯端末の位置情報が加えられ、
　前記位置情報プログラムは、前記第１画面と前記第２画面と第３画面と第４画面の表示
が可能であり、
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　前記第３画面は、前記位置情報サーバーから受信した災害情報を時系列に並べたもので
あり、
　前記時系列に並べた災害情報のそれぞれは、第１災害情報か若しくは前記第１災害情報
に含まれる災害の規模よりも小さい災害に関する第２災害情報については災害の規模を示
し、前記第１災害情報や前記第２災害情報の送信後の第１時間以内に送信されるキャンセ
ル情報についてはキャンセル情報であることを示す第１マークを含み、
　前記第１携帯端末における前記第４画面は、前記第３画面における前記第１災害情報を
表示する領域を選択したときに切り替えて表示されるものであり、前記第１災害情報に関
する情報と、前記第１のグループに属する使用者の位置情報であって、前記第１災害情報
が前記位置情報サーバーから送信された時点若しくは前記時点から所定時間以内に前記位
置情報サーバーに記録されたものを表示することを特徴とする位置情報出力システム。
【請求項２】
　前記グループチャットで前記第１使用者と同じ第２のグループに属する第３使用者のＩ
Ｄで、前記位置情報プログラムにログインした第３携帯端末を更に備え、
　前記位置情報サーバーは、前記第１携帯端末と前記第２携帯端末と前記第３携帯端末の
位置情報、及び前記災害情報について、前記第１携帯端末と前記第２携帯端末と前記第３
携帯端末と送受信するものであり、
　前記第１携帯端末における前記第１画面は、前記災害情報と、前記地図と、前記第１表
示領域と、前記第２画面であって前記第２のグループに対応するものに切り替えるための
第２表示領域と、前記第１のグループに属する使用者の位置情報と、前記第１使用者と前
記第３使用者を含む前記第２のグループに属する使用者の位置情報と、前記第１位置通知
ボタンと、前記第１使用者の位置情報を前記第２のグループに属する使用者に知らせるた
めの第２位置通知ボタンを有し、
　前記第１携帯端末における前記第１画面の前記第２位置通知ボタンが操作された場合に
、前記グループチャットであって前記第２のグループに対応するものには、前記第１使用
者の発言として前記第１携帯端末の位置情報が加えられることを特徴とする請求項１に記
載の位置情報出力システム。
【請求項３】
　前記位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、所定の規模以上
である場合、前記第１携帯端末における前記第１画面には、メッセージを送信するための
操作画面が表示され、
　前記操作画面を介してメッセージが送信された場合、前記グループチャットであって第
１のグループに対応するものと、前記グループチャットであって前記第２のグループに対
応するものには、前記第１使用者の発言として前記メッセージが加えられることを特徴と
する請求項２に記載の位置情報出力システム。
【請求項４】
　前記位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、所定の規模以上
である場合であって、前記位置情報サーバーから前記第１携帯端末へ前記災害情報が送信
されてから第１時間以内に、前記位置情報サーバーから前記第１携帯端末へキャンセル情
報が送信された場合には、前記操作画面の表示は終了することを特徴とする請求項３に記
載の位置情報出力システム。
【請求項５】
　前記位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、所定の規模以上
である場合、前記第１画面には、少なくとも安否回答情報を送信するかメッセージを送信
するための操作画面が表示され、前記第１携帯端末における前記第１画面には前記第１の
グループに属する使用者と前記第２のグループに属する使用者の位置情報が前記災害情報
を受信する前よりも細かい詳細度合いで表示され、
　前記操作画面を介して前記安否回答情報若しくは前記メッセージが前記第２携帯端末か
ら前記位置情報サーバーに送信されると、前記第１携帯端末における前記第１画面の前記
第２使用者の位置情報は前記災害情報を受信する前と同じ詳細度合いで表示されることを
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特徴とする請求項２に記載の位置情報出力システム。
【請求項６】
　前記第１携帯端末における前記第１画面の前記第１位置通知ボタンが操作された場合に
、前記グループチャットであって前記第１のグループに対応するものには、前記第１使用
者の発言として前記第１携帯端末の位置情報が前記細かい詳細度合いで加えられることを
特徴とする請求項５に記載の位置情報出力システム。
【請求項７】
　前記位置情報サーバーは、緊急速報メール若しくはＳＭＳを用いて、前記災害情報のう
ち、災害の規模が、所定の規模以上に大きい災害に関する第１災害情報を含むメッセージ
を前記第１携帯端末に送信し、
　前記第１携帯端末において、前記位置情報プログラムが起動していない場合は、前記第
１災害情報を含むメッセージが前記第１携帯端末に表示されることを特徴とする請求項１
に記載の位置情報出力システム。
【請求項８】
　第１画面と第２画面の表示が可能な位置情報プログラムであって、
　第１携帯端末では、第１使用者のＩＤで、前記位置情報プログラムにログインされ、
　第２携帯端末では、前記位置情報プログラム上のグループチャットで前記第１使用者と
同じ第１のグループに属する第２使用者のＩＤで、前記位置情報プログラムにログインさ
れ、
　前記第１携帯端末と前記第２携帯端末は、位置情報サーバーと、前記第１携帯端末と前
記第２携帯端末の位置情報、及び災害情報について、送受信を行い、
　前記第１携帯端末における前記第１画面は、前記位置情報サーバーから受信した災害情
報と、前記災害情報に関連する地図と、前記第２画面であって前記第１のグループに対応
するものに切り替えるための第１表示領域と、前記第１使用者と前記第２使用者を含む前
記第１のグループに属する使用者の位置情報と、前記第１使用者の位置情報を前記第１の
グループに属する使用者に知らせるための第１位置通知ボタンを有し、
　前記第１携帯端末における前記第２画面は、前記グループチャットを表示する領域を有
し、
　前記第１携帯端末における前記第１画面の前記第１位置通知ボタンが操作された場合に
、前記グループチャットであって前記第１のグループに対応するものには、前記第１使用
者の発言として前記第１携帯端末の位置情報が加えられ、
　前記位置情報プログラムは、前記第１画面と前記第２画面と第３画面と第４画面の表示
が可能であり、
　前記第３画面は、前記位置情報サーバーから受信した災害情報を時系列に並べたもので
あり、
　前記時系列に並べた災害情報のそれぞれは、第１災害情報か若しくは前記第１災害情報
に含まれる災害の規模よりも小さい災害に関する第２災害情報については災害の規模を示
し、前記第１災害情報や前記第２災害情報の送信後の第１時間以内に送信されるキャンセ
ル情報についてはキャンセル情報であることを示す第１マークを含み、
　前記第１携帯端末における前記第４画面は、前記第３画面における前記第１災害情報を
表示する領域を選択したときに切り替えて表示されるものであり、前記第１災害情報に関
する情報と、前記第１のグループに属する使用者の位置情報であって、前記第１災害情報
が前記位置情報サーバーから送信された時点若しくは前記時点から所定時間以内に前記位
置情報サーバーに記録されたものを表示することを特徴とする位置情報プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末に、当該携帯端末と別の携帯端末の位置情報を表示させる位置情報
出力システムなどに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　特許文献１などで、携帯端末に、当該携帯端末と別の携帯端末の位置情報を開示する位
置情報システムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１６５０９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、位置に関連する情報は、災害情報などの災害情報が発信された時に限定
される。
【０００５】
　したがって本発明の目的は、簡単な操作で位置情報を他の携帯端末に知らせることが可
能な位置情報出力システムなどを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る位置情報出力システムは、第１使用者のＩＤで、第１画面と第２画面の表
示が可能な位置情報プログラムにログインした第１携帯端末と、位置情報プログラム上の
グループチャットで第１使用者と同じ第１のグループに属する第２使用者のＩＤで、位置
情報プログラムにログインした第２携帯端末と、第１携帯端末と第２携帯端末の位置情報
、及び災害情報について、第１携帯端末と第２携帯端末と送受信する位置情報サーバーと
を備え、第１携帯端末における第１画面は、位置情報サーバーから受信した災害情報と、
災害情報に関連する地図と、第２画面であって第１のグループに対応するものに切り替え
るための第１表示領域と、第１使用者と第２使用者を含む第１のグループに属する使用者
の位置情報と、第１使用者の位置情報を第１のグループに属する使用者に知らせるための
第１位置通知ボタンを有し、第１携帯端末における第２画面は、グループチャットを表示
する領域を有し、第１携帯端末における第１画面の第１位置通知ボタンが操作された場合
に、グループチャットであって第１のグループに対応するものには、第１使用者の発言と
して第１携帯端末の位置情報が加えられる。
【０００７】
　第１位置通知ボタンをクリックする簡単な操作で、使用者が属するグループのうち指定
したグループのグループチャットに使用者の位置情報を含むメッセージを加えることが出
来、当該グループに属する使用者全員に位置情報を伝えることが可能になる。
【０００８】
　好ましくは、グループチャットで第１使用者と同じ第２のグループに属する第３使用者
のＩＤで、位置情報プログラムにログインした第３携帯端末を更に備え、位置情報サーバ
ーは、第１携帯端末と第２携帯端末と第３携帯端末の位置情報、及び災害情報について、
第１携帯端末と第２携帯端末と第３携帯端末と送受信するものであり、第１携帯端末にお
ける第１画面は、災害情報と、地図と、第１表示領域と、第２画面であって第２のグルー
プに対応するものに切り替えるための第２表示領域と、第１のグループに属する使用者の
位置情報と、第１使用者と第３使用者を含む第２のグループに属する使用者の位置情報と
、第１位置通知ボタンと、第１使用者の位置情報を第２のグループに属する使用者に知ら
せるための第２位置通知ボタンを有し、第１携帯端末における第１画面の第２位置通知ボ
タンが操作された場合に、グループチャットであって第２のグループに対応するものには
、第１使用者の発言として第１携帯端末の位置情報が加えられる。
【０００９】
　さらに好ましくは、位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、
所定の規模以上である場合、第１携帯端末における第１画面には、メッセージを送信する
ための操作画面が表示され、操作画面を介してメッセージが送信された場合、グループチ
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ャットであって第１のグループに対応するものと、グループチャットであって第２のグル
ープに対応するものには、第１使用者の発言としてメッセージが加えられる。
【００１０】
　メッセージ送信操作を１回行うことで、使用者が属する総てのグループのグループチャ
ットにメッセージを加えることが出来、グループに属する使用者全員に当該メッセージを
伝えることが可能になる。
【００１１】
　さらに好ましくは、位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、
所定の規模以上である場合であって、位置情報サーバーから第１携帯端末へ災害情報が送
信されてから第１時間以内に、位置情報サーバーから第１携帯端末へキャンセル情報が送
信された場合には、操作画面の表示は終了する。
【００１２】
　また、好ましくは、位置情報サーバーから受信した災害情報に含まれる災害の規模が、
所定の規模以上である場合、第１画面には、少なくとも安否回答情報を送信するかメッセ
ージを送信するための操作画面が表示され、第１携帯端末における第１画面には第１のグ
ループに属する使用者と第２のグループに属する使用者の位置情報が災害情報を受信する
前よりも細かい詳細度合いで表示され、操作画面を介して安否回答情報若しくはメッセー
ジが第２携帯端末から位置情報サーバーに送信されると、第１携帯端末における第１画面
の第２使用者の位置情報は災害情報を受信する前と同じ詳細度合いで表示される。
【００１３】
　さらに好ましくは、第１携帯端末における第１画面の第１位置通知ボタンが操作された
場合に、グループチャットであって第１のグループに対応するものには、第１使用者の発
言として第１携帯端末の位置情報が細かい詳細度合いで加えられる。
【００１４】
　位置通知ボタン１０３ａの操作によって、グループチャットを介して、詳しい位置情報
を当該グループに属する使用者に伝えることが可能になる。
【００１５】
　また、好ましくは、位置情報プログラムは、第１画面と第２画面と第３画面の表示が可
能であり、第３画面は、位置情報サーバーから受信した災害情報を時系列に並べたもので
あり、時系列に並べた災害情報のそれぞれは、第１災害情報か若しくは第１災害情報に含
まれる災害の規模よりも小さい災害に関する第２災害情報については災害の規模を示し、
第１災害情報や第２災害情報の送信後の第１時間以内に送信されるキャンセル情報につい
てはキャンセル情報であることを示す第１マークを含む。
【００１６】
　第３画面により、過去に生じた災害を時系列で視認出来るようになる。
【００１７】
　さらに好ましくは、位置情報プログラムは、第１画面と第２画面と第３画面と第４画面
の表示が可能であり、第１携帯端末における第４画面は、第３画面における第１災害情報
を表示する領域を選択したときに切り替えて表示されるものであり、第１災害情報に関す
る情報と、第１のグループに属する使用者の位置情報であって、第１災害情報が位置情報
サーバーから送信された時点若しくは時点から所定時間以内に位置情報サーバーに記録さ
れたものを表示する。
【００１８】
　また、好ましくは、位置情報サーバーは、緊急速報メール若しくはＳＭＳを用いて、災
害情報のうち、災害の規模が、所定の規模以上に大きい災害に関する第１災害情報を含む
メッセージを第１携帯端末に送信し、第１携帯端末において、位置情報プログラムが起動
していない場合は、第１災害情報を含むメッセージが第１携帯端末に表示される。
【００１９】
　位置情報プログラムが起動していない場合でも、第１災害情報を携帯端末の使用者に伝
えることが可能になる。
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【００２０】
　本発明に係る位置情報プログラムは、第１画面と第２画面の表示が可能な位置情報プロ
グラムであって、第１携帯端末では、第１使用者のＩＤで、位置情報プログラムにログイ
ンされ、第２携帯端末では、位置情報プログラム上のグループチャットで第１使用者と同
じ第１のグループに属する第２使用者のＩＤで、位置情報プログラムにログインされ、第
１携帯端末と第２携帯端末は、位置情報サーバーと、第１携帯端末と第２携帯端末の位置
情報、及び災害情報について、送受信を行い、第１携帯端末における第１画面は、位置情
報サーバーから受信した災害情報と、災害情報に関連する地図と、第２画面であって第１
のグループに対応するものに切り替えるための第１表示領域と、第１使用者と第２使用者
を含む第１のグループに属する使用者の位置情報と、第１使用者の位置情報を第１のグル
ープに属する使用者に知らせるための第１位置通知ボタンを有し、第１携帯端末における
第２画面は、グループチャットを表示する領域を有し、第１携帯端末における第１画面の
第１位置通知ボタンが操作された場合に、グループチャットであって第１のグループに対
応するものには、第１使用者の発言として第１携帯端末の位置情報が加えられる。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように本発明によれば、簡単な操作で位置情報を他の携帯端末に知らせることが
可能な位置情報出力システムなどを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態における位置情報出力システムの構成図である。
【図２】２０１６年８月３日８時８分時点における位置情報データベースのコンテンツ例
を示す図である。
【図３】グループ情報データベースのコンテンツ例を示す図である。
【図４】２０１６年８月３日８時８分時点における第１携帯端末の第１画面の表示例で、
第１使用者位置情報表示領域の上方領域が表示されたものある。
【図５】２０１６年８月３日８時８分時点における第１携帯端末の第１画面の表示例で、
第１使用者位置情報表示領域の下方領域が表示されたものである。
【図６】図４の状態から、グループ名称：田中家に対応するグループの第１グループ名称
表示領域がクリックされて表示された第２画面の表示例である。
【図７】図４の状態から、グループ名称：田中家に対応するグループの位置通知ボタンが
クリックされて表示された第２画面の表示例である。
【図８】図４の状態から、重畳された第１割り込み画面の表示例である。
【図９】第２割り込み画面の表示例であって、「メッセージを送信する」ボタンがクリッ
クされる前のものである。
【図１０】図９の状態から、「無事を報告する」ボタンがクリックされた後の第１画面の
表示例である。
【図１１】第２割り込み画面の表示例であって、「メッセージを送信する」ボタンがクリ
ックされた後のものである。
【図１２】図１１の状態から、第２メッセージ入力領域に入力されたメッセージが送信さ
れた後における、グループ名称：田中家に対応する第２画面の表示例である。
【図１３】図１１の状態から、第２メッセージ入力領域に入力されたメッセージが送信さ
れた後における、グループ名称：実家に対応する第２画面の表示例である。
【図１４】２０１６年８月３日８時３１分時点における位置情報データベースのコンテン
ツ例を示す図である。
【図１５】２０１６年８月３日８時３２分時点における第１携帯端末の第１画面の表示例
である。
【図１６】２０１６年８月３日８時３２分時点における位置情報データベースのコンテン
ツ例を示す図である。
【図１７】２０１６年８月３日８時３３分時点における第１携帯端末の第１画面の表示例
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である。
【図１８】２０１６年８月３日８時３３分時点における位置情報データベースのコンテン
ツ例を示す図である。
【図１９】第３画面の表示例である。
【図２０】図１９の状態から、最上段の災害情報（第１災害情報）を示す領域をクリック
して、切り替え表示された第４画面の例である。
【図２１】キャンセル情報を含む第１画面の表示例である。
【図２２】図１９の状態から、キャンセル情報を受信した場合の第３情報の表示例である
。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本実施形態について、図を用いて説明する。本実施形態における位置情報出力シ
ステム１は、情報源発信部２０、位置情報サーバー３０（通信部３１、記録部３３、制御
部３５）、携帯電話などの携帯端末（第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５）を
備える（図１参照）。
　本実施形態では、５つの携帯端末を使って、互いの位置情報や安否情報を通知しあう形
態を説明するが、携帯端末の数は、５つに限るものではない。
【００２４】
　第５１携帯端末Ｍ５１が、特許請求の範囲に記載された「第１携帯端末」に相当し、第
５２携帯端末Ｍ５２若しくは第５３携帯端末Ｍ５３が、特許請求の範囲に記載された「第
２携帯端末」に相当し、第５４携帯端末Ｍ５４若しくは第５５携帯端末Ｍ５５が、特許請
求の範囲に記載された「第３携帯端末」に相当する。
【００２５】
　使用者ＩＤ：１１の使用者（使用者名称：パパ、太郎）が第５１携帯端末Ｍ５１にイン
ストールされた位置情報プログラムに使用者ＩＤ：１１でログインし、使用者ＩＤ：１２
の使用者（使用者名称：花子）が第５２携帯端末Ｍ５２にインストールされた位置情報プ
ログラムに使用者ＩＤ：１２でログインし、使用者ＩＤ：１３の使用者（使用者名称：進
）が第５２携帯端末Ｍ５３にインストールされた位置情報プログラムに使用者ＩＤ：１３
でログインし、使用者ＩＤ：２３の使用者（使用者名称：おじいちゃん）が第５４携帯端
末Ｍ５４にインストールされた位置情報プログラムに使用者ＩＤ：２３でログインし、使
用者ＩＤ：２４の使用者（使用者名称：おばあちゃん）が第５５携帯端末Ｍ５５にインス
トールされた位置情報プログラムに使用者ＩＤ：２４でログインする例を示す。
　また、図４などの画面表示例は、使用者ＩＤ：１１の使用者（使用者名称：パパ、太郎
）が、第１携帯端末Ｍ５１にインストールされた位置情報プログラムに、使用者ＩＤ：１
１でログインした後に表示されるものである。
【００２６】
　位置情報サーバー３０と携帯端末の間の情報送受信は、位置情報プログラムを介して行
われる。
　なお、本実施形態では、各携帯端末にインストールされた位置情報プログラムを用いる
形態を説明するが、各携帯端末がネットワークを介してＡＳＰ（Application Service Pr
ovider）のサーバーにアクセスし、当該ＡＳＰのサーバー-に格納された位置情報プログ
ラムを用いる形態であってもよい。
【００２７】
　情報源発信部２０は、災害情報を位置情報サーバー３０の通信部３１に出力する。
　災害情報は、少なくとも災害の場所に関する情報を有し、本実施形態では、災害の種別
、場所、及び日時に関する情報を有する。
　本実施形態では、災害情報が、地震に関する災害情報であるとして説明するが、他の災
害情報であってもよい。また、地震発生報告など過去に発生した情報だけでなく、地震予
知など将来に発生が予測される情報であってもよい。
【００２８】
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　災害情報は、災害情報に含まれる災害の規模が所定の規模以上である第１災害情報と、
災害情報に含まれる災害の規模が所定の規模未満である第２災害情報と、第１災害情報や
第２災害情報の発信後の第１時間Ｔ１（数秒～数十秒程度）以内に発せられるキャンセル
情報（第１災害情報や第２災害情報を取り消す情報）に区分される。
　本実施形態では、震度が５以上の地震に関する情報を第１災害情報とし、震度が５未満
の地震に関する情報を第２災害情報とする。
【００２９】
　情報源発信部２０は、位置情報サーバー３０とネットワーク接続が可能な状態で、気象
庁など災害情報を発信出来る場所に設置される。
　ただし、情報源発信部２０を設置せず、災害情報の関連情報を受けた使用者が、入出力
端末７０を介して、位置情報サーバー３０に災害情報を入力し、これに基づいて、位置情
報サーバー３０が災害情報を携帯端末に送信する形態であってもよい。
【００３０】
　本実施形態では、情報源発信部２０から「災害の種別：地震（四国地方で最大予測震度
６－でマグニチュード７．１）、場所：四国地方、日時：２０１６年８月３日８時３０分
１７秒」を有する災害情報を位置情報サーバー３０が受信し、第５１携帯端末Ｍ５１～第
５５携帯端末５５は、以下に示す条件で自身の位置情報などを位置情報サーバー３０に送
信する例を示す。
【００３１】
　第５１携帯端末Ｍ５１は、２０１６年８月３日８時８分３２秒に位置情報を位置情報サ
ーバー３０に送信し、２０１６年８月３日８時３１分２２秒に位置情報や無事である旨の
信号（若しくは、メッセージ）を位置情報サーバー３０に送信した。
　第５２携帯端末Ｍ５２は、２０１６年８月３日８時４分１２秒に位置情報を位置情報サ
ーバー３０に送信し、２０１６年８月３日８時３２分５３秒に位置情報や無事である旨の
信号を位置情報サーバー３０に送信した。
　第５３携帯端末Ｍ５３は、２０１６年８月３日８時５分２０秒に位置情報を位置情報サ
ーバー３０に送信し、２０１６年８月３日８時３３分３秒に位置情報や無事である旨の信
号を位置情報サーバー３０に送信した。
　第５４携帯端末Ｍ５４は、２０１６年８月３日７時３０分１１秒に位置情報を位置情報
サーバー３０に送信し、２０１６年８月３日８時３３分２秒に位置情報や無事である旨の
信号を位置情報サーバー３０に送信した。
　第５５携帯端末Ｍ５５は、２０１６年８月３日７時４５分４２秒に位置情報を位置情報
サーバー３０に送信し、２０１６年８月３日８時３３分１４秒に位置情報や無事である旨
の信号を位置情報サーバー３０に送信した。
【００３２】
　次に位置情報サーバー３０の各部（通信部３１、記録部３３、制御部３５）について、
説明する。
【００３３】
　位置情報サーバー３０の通信部３１は、位置情報データベースＤ１に登録された携帯端
末（第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５）のそれぞれと通信を行い、これらの
携帯端末に対して災害情報を送信する前から、第２時間Ｔ２（たとえば、３０分）ごとに
、各携帯端末の位置情報を取得する。
【００３４】
　たとえば、各携帯端末にインストールされた位置情報プログラムを使って、位置情報サ
ーバー３０の通信部３１に対して第２時間Ｔ２ごとに位置情報を送信する形態が考えられ
る。
【００３５】
　また、位置情報サーバー３０の通信部３１が、通信キャリアにおける、携帯端末と無線
リンクを形成する基地局、携帯端末のルーチング（通信ルートの選定）や呼設定・切断、
課金等を行う移動交換機（ＭＳＣ：Mobile Switching Center）、移動交換機がカバーす
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るエリアごとの位置登録データベースであるＶＬＲ（Visitor Location Register）、ゲ
ートウェイ交換機（ＧＭＳＣ：Gateway Mobile Switching Center）、携帯電話番号や当
該携帯端末の識別情報（ＩＭＥＩなど端末の識別番号、ＩＣＣＩＤなどＳＩＭカードの識
別番号）や位置情報などのユーザー情報を管理するデータベースであるＨＬＲ（Home Loc
ation Register）の何れかと通信を行い、各携帯端末の位置情報を取得する形態が考えら
れる。
【００３６】
　各携帯端末の位置情報を取得する際には、位置情報の詳細度合いの制限は設けず、取得
出来る最も詳細なレベルの位置情報を取得し、これが位置情報データベースＤ１に記録さ
れる。
　ただし、携帯端末（第１携帯端末）に当該携帯端末や他の携帯端末（第２携帯端末）の
位置情報を開示する際には、携帯端末の使用者によって設定された「開示する位置情報の
詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１、第２詳細度パラメータｄｐ２）」に基づいて
、位置情報の詳細度合いが調整される。
【００３７】
　また、位置情報サーバー３０の通信部３１は、情報源発信部２０からの災害情報を受信
し、当該災害情報の受信後（若しくは、入出力端末７０による当該災害情報の入力後）に
、位置情報データベースＤ１やグループ情報データベースＤ２に基づいて、携帯端末（第
５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５）に、当該災害情報などを送信し、当該携帯
端末からの安否回答情報を受信する。
【００３８】
　位置情報サーバー３０の記録部３３は、位置情報データベースＤ１、グループ情報デー
タベースＤ２を記録する。
【００３９】
　位置情報データベースＤ１は、携帯端末の使用者に関する情報と、携帯端末（携帯端末
名称）と、当該携帯端末の位置に関する情報と、当該携帯端末から送信された安否に関す
る情報の関係を示す。
　位置情報データベースＤ１における携帯端末の使用者に関する情報は、携帯端末それぞ
れを介して使用者によって入力された情報（使用者設定操作で設定された情報）で、携帯
端末それぞれに対応する使用者名称、使用者ＩＤ（位置情報プログラムへログインするた
めの識別番号）、使用者マーク（写真でもよい）を有する。
　使用者名称は、使用者ＩＤ：１１に対応する使用者名称：パパ、太郎のように、グルー
プごとに異なる名称が用いられる形態であってもよい。
【００４０】
　携帯端末の位置に関する情報は、ＨＬＲなど若しくは携帯端末から受信した情報で、携
帯端末それぞれに対応する緯度経度情報、当該緯度経度情報に対応する地域名称、測位日
時を有する。
【００４１】
　位置情報データベースＤ１における緯度経度情報、測位日時は、第２時間Ｔ２ごとに、
位置情報サーバー３０の通信部３１が位置情報データベースＤ１に登録された携帯端末（
第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５）と通信することにより、若しくは、通信
部３１が通信キャリアにおける基地局などと通信することにより取得される。
【００４２】
　位置情報データベースＤ１における緯度経度情報に対応する地域名称は、緯度経度情報
を地域名称に変換するテーブル（不図示）を使って、携帯端末の緯度経度情報が地域名称
に変換されたものである。
【００４３】
　位置情報データベースＤ１における安否に関する情報は、位置情報サーバー３０の通信
部３１が位置情報データベースＤ１に登録された携帯端末（第５１携帯端末Ｍ５１～第５
５携帯端末Ｍ５５）から安否回答操作があったか否かを示すもので、第１災害情報（災害
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情報のうち、災害の規模が大きいもの）を送信した時に初期化され、安否種類欄のパラメ
ータ（安否種類パラメータｓｐ）は、総ての携帯端末の使用者の安否が不明である（安否
回答操作がされていない）ことを示す初期値（ｓｐ＝１）に設定される。
【００４４】
　初期化された後、位置情報データベースＤ１における安否情報は、当該携帯端末から安
否回答情報を受信した時に更新される。
【００４５】
　携帯端末にインストールされた位置情報プログラム上で、当該携帯端末の使用者によっ
て安否回答のための特定の操作（安否回答操作）が行われた場合に、安否種類欄のパラメ
ータの値が０（回答があったことを示す安否種類パラメータｓｐ＝０）に変更される。す
なわち、当該安否回答のための特定の操作（安否回答操作）が行われない状態においては
、初期値：１が維持される。
【００４６】
　安否回答操作は、たとえば、携帯端末にインストールされた位置情報プログラム上で行
われる操作の一つであり、具体的には、第１画面Ｐ１上に割り込み表示された第２割り込
み画面Ｐｉ２における「無事を報告する」ボタン６０１若しくは「無事」ボタン６０２を
クリックする第１操作と、「メッセージを送信する」ボタン６０３をクリックし、メッセ
ージを入力し、その後に第２送信ボタン６０５をクリックする第２操作を有する。
　ただし、位置情報サーバー３０が情報源発信部２０からキャンセル情報を受信した場合
は、安否回答操作の有無に関わらず、総ての使用者の安否種類パラメータｓｐが０に変更
される。
【００４７】
　グループ情報データベースＤ２は、位置情報プログラム内のグループチャット（グルー
プメッセージ）で使用するグループに関する情報と、当該グループに属する使用者に関す
る情報の関係を示す。
　グループに関する情報は、携帯端末を介して使用者によって入力された情報（グループ
設定操作で設定された情報）で、グループ名称、グループＩＤ（グループの識別番号）、
グループマーク（写真でもよい）を有する。
　グループに属する使用者に関する情報は、携帯端末を介して使用者によって入力された
情報（位置情報開示指定操作で設定された情報）で、グループに属する使用者名称、グル
ープに属する使用者ＩＤ、平常時（安否回答パラメータｓｐが０の間）に開示する位置情
報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１）、災害時（安否回答パラメータｓｐが１
の間）に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳細度パラメータｄｐ２）を有する。
【００４８】
　本実施形態では、第１詳細度パラメータｄｐ１や第２詳細度パラメータｄｐ２が、３段
階（１：粗い位置情報（たとえば、都道府県レベル）を開示する、中程度の粗さの位置情
報（例えば、市町村レベル）を開示する、３：細かい位置情報（たとえば、番地レベル）
を開示する）有する形態を説明するが、２段階若しくは４段階以上有する形態であっても
よい。
【００４９】
　なお、第２詳細度パラメータｄｐ２は、第１詳細度パラメータｄｐ１と同じかそれ以上
に細かい詳細度合いに設定されるのが望ましい。
　例えば、第１詳細度パラメータｄｐ１は、使用者により当該３段階で調整可能で、第２
詳細度パラメータｄｐ２は、最も細かい詳細度合いで固定される形態が考えられる。
【００５０】
　本実施形態では、グループ名称：田中家（グループＩＤ：Ｇ００１）に、使用者ＩＤ：
１１の使用者（使用者名称：パパ、第１詳細度パラメータｄｐ１：２、第２詳細度パラメ
ータｄｐ２：３）、使用者ＩＤ：１２の使用者（使用者名称：花子、第１詳細度パラメー
タｄｐ１：１、第２詳細度パラメータｄｐ２：３）、使用者ＩＤ：１３の使用者（使用者
名称：進、第１詳細度パラメータｄｐ１：２、第２詳細度パラメータｄｐ２：３）が属す
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る。
　また、グループ名称：実家（グループＩＤ：Ｇ００２）に、使用者ＩＤ：２３の使用者
（使用者名称：おじいちゃん、第１詳細度パラメータｄｐ１：３、第２詳細度パラメータ
ｄｐ２：３）、使用者ＩＤ：２４の使用者（使用者名称：おばあちゃん、第１詳細度パラ
メータｄｐ１：３、第２詳細度パラメータｄｐ２：３）、使用者ＩＤ：１１の使用者（使
用者名称：太郎、第１詳細度パラメータｄｐ１：１、第２詳細度パラメータｄｐ２：３）
が属する。
【００５１】
　位置情報サーバー３０の制御部３５は、通信部３１や記録部３３を制御する。
【００５２】
　具体的には、制御部３５は、位置情報サーバー３０が情報源発信部２０から災害情報を
受信した時に、通信部３１を介して、位置情報データベースＤ１に登録された携帯端末（
第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５）に当該災害情報を送信させる。
【００５３】
　また、制御部３５は、緊急速報メールやＳＭＳなどを使って、災害情報のうち第１災害
情報を含むメッセージを携帯端末に送信する形態であってもよい。
　携帯端末は、位置情報プログラムが起動している場合には、当該第１災害情報を含むメ
ッセージを表示せず、位置情報プログラムが起動していない場合は、当該第１災害情報を
含むメッセージを表示する。
　第１災害情報を含むメッセージとしては、例えば、図８の第１割り込み画面Ｐｉ１にお
ける第２災害情報表示領域５０１のＯＫボタン５０１ａや第１マークｍａ１を除く領域に
記載されたコンテンツ「地震が発生しました　緊急地震速報を受信しました　２０１６－
０８－０３　０８：３０：１７に四国地方で地震が発生しました　最大予測震度は６－　
マグニチュードは７．１です　身の安全を確保してください」などが考えられる。
　これにより、位置情報プログラムが起動していない場合でも、第１災害情報を携帯端末
の使用者に伝えることが可能になる。
【００５４】
　また、制御部３５は、位置情報サーバー３０が第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末
Ｍ５５から、使用者設定操作やグループ設定操作や位置情報開示指定操作などによって、
使用者に関する情報や所属するグループに関する情報や開示する位置情報の詳細度合いに
関する情報を受信した時に、記録部３３に記録された位置情報データベースＤ１やグルー
プ情報データベースＤ２を更新する。
【００５５】
　また、制御部３５は、位置情報サーバー３０が第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末
Ｍ５５の位置情報を受信した時に、記録部３３に記録された位置情報データベースＤ１に
おける位置情報を更新する。
【００５６】
　また、制御部３５は、携帯端末の使用者による安否回答操作に基づき、位置情報サーバ
ー３０が第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５から安否回答情報を受信した時に
、記録部３３に記録された位置情報データベースＤ１における安否種類パラメータｓｐを
更新する。
　安否回答操作に基づいて、第５１携帯端末Ｍ５１～第５５携帯端末Ｍ５５が安否回答情
報を位置情報サーバー３０に送信する際に、測位して位置情報も送信する。
　送信された位置情報に基づいて、位置情報データベースＤ１における位置情報が更新さ
れる。
　なお、安否回答操作に基づいて安否回答情報が送信される際に、位置情報が送信されな
い形態であってもよい。
【００５７】
　また、制御部３５は、通信部３１を介して、位置情報データベースＤ１とグループ情報
データベースＤ２に基づいて、当該位置情報プログラムにログインした使用者（本人）の
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携帯端末に対して、位置情報と安否情報であって、当該位置情報プログラムにログインし
た使用者（本人）が属するグループに属する他の使用者（他人）のものを送信する。
　例えば、使用者ＩＤ：１１の使用者（使用者名称：パパ、太郎）は、グループ名称：田
中家（グループＩＤ：Ｇ００１）のグループと、グループ名称：実家（グループＩＤ：Ｇ
００２）のグループに属するため、これらのグループに属する使用者（グループ名称：田
中家（グループＩＤ：Ｇ００１）のグループに属する使用者ＩＤ：１２の使用者、使用者
ＩＤ：１３の使用者、グループ名称：実家（グループＩＤ：Ｇ００２）に属する使用者Ｉ
Ｄ：２３の使用者、使用者ＩＤ：２４の使用者）の位置情報や安否情報が、使用者ＩＤ：
１１に対応する第５１携帯端末Ｍ５１に送信される。
【００５８】
　位置情報サーバー３０から携帯端末へ送信される位置情報は、最も細かい詳細度合いの
位置情報が用いられ、安否情報（安否種類パラメータｓｐ）に基づいて携帯端末上で表示
する位置情報の詳細度合いが調整される。
　具体的には、安否種類パラメータｓｐが０の使用者については、平常時に開示する位置
情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１）で、位置情報が表示され、安否種類パ
ラメータｓｐが１の使用者については、災害時に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳
細度合いパラメータｄｐ２）で、位置情報が表示される。
　ただし、位置情報サーバー３０から各携帯端末に位置情報を送信する段階で、位置情報
データベースＤ１に記録された安否情報（安否種類パラメータｓｐ）に基づいて、送信す
る携帯端末ごと、更に位置情報を開示する使用者ごとに詳細度合いを変えた状態で位置情
報を各携帯端末に送信する形態であってもよい。
【００５９】
　次に、位置情報プログラムの詳細について説明する。
　位置情報プログラムは、第１画面Ｐ１（災害情報、使用者ごとの位置情報の表示）、第
２画面Ｐ２（グループチャット表示）、第３画面Ｐ３（災害情報一覧表示）、第４画面Ｐ
４（過去災害情報の詳細表示）、第１割り込み画面Ｐｉ１（災害情報の割り込み表示）、
第２割り込み画面Ｐｉ２（安否回答の割り込み表示）を携帯端末上に表示する機能を有す
る。
　平常時、携帯端末上には、使用者の操作により、第１画面Ｐ１～第４画面Ｐ４のいずれ
かが表示され、災害時には、第１画面Ｐ１～第４画面Ｐ４が表示された上に、第１割り込
み画面Ｐｉ１が割り込み表示され、所定の操作（ＯＫボタン５０１ａのクリック）後に、
第２割り込み画面Ｐｉ２が表示される。
【００６０】
　第１画面Ｐ１は、第１災害情報表示領域１０１、第１使用者位置情報表示領域１０３、
画面切替ボタン表示領域１０５を有する（図４、図５、図８～図１１、図１５、図１７、
図２１参照）。
【００６１】
　第１災害情報表示領域１０１には、直前に発生した地震に関する情報（地域、日時、最
大震度、マグニチュード）が表示され、背景に当該地震に関する情報に含まれる地域を中
心とした地図が表示される。
　第１災害情報表示領域１０１には、第１災害情報と第２災害情報については災害の規模
（最大予測震度の数値）を示し、キャンセル情報の場合はキャンセル情報であることを示
す第１マークｍａ１が設けられる。
　本実施形態では、第１マークｍａ１は、第１災害情報については白抜き文字で表示され
、第２災害情報については黒文字で表示され、キャンセル情報についてはハッチングを施
した背景色に黒文字で×印を付けたもので表示される。
　また、第１災害情報に関連する第１マークｍａ１は暖色系（進出色系）の背景色を有し
、第２災害情報に関連する第１マークｍａ１は寒色系（後退色系）の背景色を有する形態
も考えられる。
【００６２】
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　ただし、過去の一定時間内に地震が発生していない場合は、第１災害情報表示領域１０
１には、「地震が発生していない旨」の表示と、当該携帯端末の細かい位置情報を含めた
表示が行われる。
　図４と図５は、過去の一定時間内に地震が発生していない状態を示し、図８～図１１、
図１５、図１７、図２１は、過去の一定時間内に地震が発生している状態を示す。
【００６３】
　また、位置情報サーバー３０が第１災害情報を送信してから、位置情報サーバー３０が
グループ内の使用者全員から安否回答を受信するまで、若しくは位置情報サーバー３０が
情報源発信部２０からキャンセル情報を受信するまでの第３時間Ｔ３の間は、第１災害情
報表示領域１０１若しくは、その近傍の表示領域が、第３時間Ｔ３以外の間と異なった状
態で表示される。
　例えば、第３時間Ｔ３の間、第１災害情報表示領域１０１とその近傍の表示領域は、赤
を基調とした色で表示され、第３時間Ｔ３以外の間、第１災害情報表示領域１０１とその
近傍の表示領域は、緑など赤と異なる色を基調とした色で表示される。
【００６４】
　本実施形態では、第３時間Ｔ３の間、周囲が太線の枠で強調された状態で第１災害情報
表示領域１０１が表示（図８～図１１、図１５参照）され、第３時間Ｔ３以外の間、当該
太線の枠が無い状態で第１災害情報表示領域１０１が表示（図４、図５、図１７、図２１
参照）される例を示す。
【００６５】
　第３時間Ｔ３は、当該携帯端末の使用者ごとに、位置情報データベースＤ１における安
否情報（安否種類パラメータｓｐ）に基づいて決定され、当該携帯端末の使用者が属する
グループに属する使用者の少なくとも１人の安否種類パラメータｓｐが１となっている間
が当該携帯電話の使用者に対応する第３時間Ｔ３となる。
　本実施形態では、当該携帯端末の使用者（使用者ＩＤ：１１、使用者名称：パパ、太郎
）が属する第１のグループ（グループ名称：田中家、グループＩＤ：Ｇ００１）に属する
使用者（使用者ＩＤ：１１、１２、１３）と第２のグループ（グループ名称：実家、グル
ープＩＤ：Ｇ００２）に属する使用者（使用者ＩＤ：１１、２３、２４）の少なくとも１
人の安否種類パラメータｓｐが１となっている間が、使用者ＩＤ：１１に対応する第３時
間Ｔ３となる。
【００６６】
　災害情報がキャンセル情報である場合には、第１災害情報表示領域１０１に「キャンセ
ル情報であること」を示す文字表示領域１０１ａが設けられる（図２１参照）。
　また、キャンセル情報の直前の災害情報が第１災害情報であった場合には、位置情報デ
ータベースＤ１における安否種類パラメータｓｐは、総ての使用者について０に戻される
。
【００６７】
　第１使用者位置情報表示領域１０３には、当該携帯端末の使用者が属するグループごと
に、グループマーク、グループ名称、所属する使用者に関する使用者マーク、使用者名称
、位置情報、位置情報の取得時間（現在時間から遡った時間）、位置通知ボタン（当該グ
ループのグループチャット画面に当該携帯端末の使用者の発言として当該携帯端末の位置
情報を表示させるボタン）１０３ａが設けられる。
　図４などは、使用者ＩＤ：１１の使用者が属する２つのグループ（第１のグループ名称
：田中家、グループＩＤ：Ｇ００１、第２のグループ名称：実家、グループＩＤ：Ｇ００
２）ごとに、当該グループに所属する使用者の位置情報などが表示される例を示す。
【００６８】
　グループマークやグループ名称が表示された領域（第１グループ名称表示領域１０３ｂ
）がクリックされると、当該グループのグループチャット画面（第２画面Ｐ２）の表示に
切り替えられる（図６参照）。
【００６９】
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　第２画面Ｐ２は、戻るボタン２０１、グループチャット表示領域２０３を有する（図６
、図７、図１２、図１３参照）。
　戻るボタン２０１がクリックされると、第１画面Ｐ１の表示に切り替えられる。
　グループチャット表示領域２０３は、グループマークやグループ名称が表示された領域
（第２グループ名称表示領域２０３ａ）と、グループチャットの内容を表示する領域（チ
ャット表示領域２０３ｂ）とが設けられる。
　チャット表示領域２０３ｂに、位置通知ボタン１０３ａのクリックに対応して表示され
た位置情報を含むメッセージには、第２マークｍａ２が設けられる。
　チャット表示領域２０３ｂには、第１メッセージ入力領域２０３ｂ１（メッセージを入
力する領域）や送信を指示する第１送信ボタン２０３ｂ２が設けられ、第１メッセージ入
力領域２０３ｂ１に文字入力などがされる場合には、入力キー領域（不図示、図１１の入
力キー領域６０６参考）がさらに表示される。
【００７０】
　図６は、第１使用者位置情報表示領域１０３における、グループ名称：田中家に対応す
る第１グループ名称表示領域１０３ｂがクリックされて、当該グループのグループチャッ
ト画面（第２画面Ｐ２）の表示に切り替えられた状態を示す。
【００７１】
　第１画面Ｐ１における位置通知ボタン１０３ａがクリックされると、当該グループのグ
ループチャット画面（第２画面Ｐ２）の表示に切り替えられ、且つ当該携帯端末の使用者
の発言として、当該携帯端末の位置情報を含むメッセージが、当該位置情報に対応する地
図表示への切り替えが可能なリンクが施された状態で、グループチャットに加えられる（
図７参照）。
　図７は、第１使用者位置情報表示領域１０３における、グループ名称：田中家の位置通
知ボタン１０３ａがクリックされて、当該グループのグループチャット画面（第２画面Ｐ
２）の表示に切り替えられた状態を示す。
【００７２】
　位置通知ボタン１０３ａをクリックする簡単な操作で、使用者が属するグループのうち
指定したグループのグループチャットに使用者の位置情報を含むメッセージを加えること
が出来、当該グループに属する使用者全員に位置情報を伝えることが可能になる。
【００７３】
　位置通知ボタン１０３ａをクリックすることにより、グループチャットに加えられる位
置情報は、後述する第２詳細度パラメータｄｐ２に基づいて、災害時に開示する位置情報
の詳細度合いのものであるのが望ましい。
【００７４】
　安否種類パラメータｓｐが０の状態（安否回答操作が行われた状態）で、第１使用者位
置情報表示領域１０３に表示される位置情報は、第１詳細度パラメータｄｐ１に基づいて
、平常時に開示する位置情報の詳細度合いのものであるが、位置通知ボタン１０３ａの操
作によって、グループチャットを介して、第２詳細度パラメータｄｐ２に基づいて、災害
時に開示する位置情報の詳細度合いの位置情報（詳しい位置情報）を当該グループに属す
る使用者に伝えることが可能になる。
【００７５】
　使用者名称：パパ、太郎に対応する使用者が、特許請求の範囲に記載された「第１使用
者」に相当し、使用者名称：花子（若しくは進む）に対応する使用者が、特許請求の範囲
に記載された「第２使用者」に相当し、使用者名称：おじいちゃん（若しくはおばあちゃ
ん）に対応する使用者が、特許請求の範囲に記載された「第３使用者」に相当する。
　グループ名称：田中家に対応する第１グループ名称表示領域１０３ｂが、特許請求の範
囲に記載された「第１表示領域」に相当し、グループ名称：実家に対応する第１グループ
名称表示領域１０３ｂが、特許請求の範囲に記載された「第２表示領域」に相当する。
　グループ名称：田中家、グループＩＤ：Ｇ００１に対応するグループが、特許請求の範
囲に記載された「第１のグループ」に相当し、グループ名称：実家、グループＩＤ：Ｇ０
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０２に対応するグループが、特許請求の範囲に記載された「第２のグループ」に相当する
。
　グループ名称：田中家に対応する位置通知ボタン１０３ａが、特許請求の範囲に記載さ
れた「第１位置通知ボタン」に相当し、グループ名称：実家に対応する位置通知ボタン１
０３ａが、特許請求の範囲に記載された「第２位置通知ボタン」に相当する。
【００７６】
　第１使用者位置情報表示領域１０３に表示される情報量が多い場合には、縦方向にスク
ロールが可能な状態で表示される。図４などは、第１使用者位置情報表示領域１０３にお
ける上方領域が表示された状態を示し、図５は、第１使用者位置情報表示領域１０３にお
ける下方領域が表示された状態を示す。
【００７７】
　第１使用者位置情報表示領域１０３に表示される位置情報の詳細度合いは、位置情報デ
ータベースＤ１における安否情報（安否種類パラメータｓｐ）と、グループ情報データベ
ースＤ２における開示する位置情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１、第２詳
細度パラメータｄｐ２）に基づいて、決定される。
　安否種類パラメータｓｐが０の使用者、すなわち、安否回答を受けている使用者につい
て、当該使用者の位置情報は、第１詳細度パラメータｄｐ１に基づいて、平常時に開示す
る位置情報の詳細度合いで表示される。
　図４、図１５、図１７、図２１は、グループ名称：田中家に属する使用者名称：花子の
安否種類パラメータｓｐが０であり、位置情報が、平常時に開示する位置情報の詳細度合
い（第１詳細度パラメータｄｐ１：１（粗い位置情報レベル）で表示される例を示す。
【００７８】
　また、使用者ＩＤが同じでも、グループごとに開示する位置情報の詳細度合いを異なる
ものにすることが出来る。
　本実施形態では、使用者ＩＤ：１１の使用者は、グループ名称：田中家の中では、使用
者名称：パパで、第１詳細度パラメータｄｐ１に基づいて、平常時に中程度の位置情報（
東京都港区）を表示し、グループ名称：実家の中では、使用者名称：太郎で、第１詳細度
パラメータｄｐ１に基づいて、平常時に粗い位置情報（東京都）を表示する例を示す（図
４，図５参照）。
【００７９】
　安否種類パラメータｓｐ１が１の使用者、すなわち、安否回答操作をしていない使用者
について、当該使用者の位置情報は、第２詳細度パラメータｄｐ２に基づいて、災害時に
開示する位置情報の詳細度合いで表示される。
　図９～図１１は、グループ名称：田中家に属する使用者名称：花子の安否種類パラメー
タｓｐが１であり、位置情報が、災害時に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳細度パ
ラメータｄｐ２：３（細かい位置情報レベル）で表示される例を示す。
【００８０】
　また、使用者マーク、使用者名称、位置情報のいずれかの近傍には、安否種類パラメー
タｓｐが１である（安否回答をしていない）か、安否種類パラメータｓｐが０である（安
否回答をした）かのいずれか一方の場合に点灯し、他方の場合に消灯する第３マークｍａ
３が設けられる。
　本実施形態では、使用者マークの右上に、当該第３マークｍａ３として、安否種類パラ
メータが１である（安否回答をしていない）場合に点灯し、安否種類パラメータが０であ
る（安否回答をした）場合に消灯するマーク（ひし形の内側に感嘆符を設けたマーク）が
設けられる（図９～図１１、図１５参照）。
【００８１】
　第１使用者位置情報表示領域１０３で表示される使用者ごとの位置情報の近傍（位置情
報と位置情報取得時間の間）には、第２マークｍａ２が設けられ、当該第２マークｍａ２
がクリックされると、第２マークｍａ２に対応する使用者の位置情報の地図表示（不図示
）に切り替えられる。
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【００８２】
　画面切替ボタン表示領域１０５には、第１画面Ｐ１の表示に切り替えるためのホームボ
タン１０５ａ、第３画面Ｐ３の表示に切り替えるための災害情報ボタン１０５ｂ、当該携
帯端末の位置に近い避難所の一覧表示（不図示）に切り替えるための避難所ボタン１０５
ｃ、グループ情報データベースＤ２の内容の編集などを操作画面表示（不図示）に切り替
えるためのマイページボタン１０５ｄを有する。
【００８３】
　第１画面Ｐ１（若しくは、第２画面Ｐ２～第４画面Ｐ４のいずれか）が表示された状態
で、携帯端末が、災害情報のうち第１災害情報を受信した場合には、当該表示画面上に、
災害情報の割り込み表示が行われる（第１割り込み画面Ｐｉ１、図８参照）。
　第１災害情報と、他の情報（第２災害情報、若しくはキャンセル情報）との判別は、位
置情報サーバー３０側で行って、判別情報を含めて携帯端末に送信する形態であってもよ
いし、災害情報を受信した携帯端末側で当該災害情報が第１災害情報か否かを判別する形
態であってもよい。
【００８４】
　第１割り込み画面Ｐｉ１は、第２災害情報表示領域５０１を有する。
　第２災害情報表示領域５０１には、直前に発生した地震に関する情報（地域、日時、最
大震度、マグニチュード）が表示される。
　第２災害情報表示領域５０１は、第１画面Ｐ１に設けられた第１災害情報表示領域１０
１よりも大きい。
　第２災害情報表示領域５０１には、ＯＫボタン５０１ａが設けられ、当該ＯＫボタン５
０１ａがクリックされると、第１割り込み画面Ｐｉ１の割り込み表示が終了する。
　第２災害情報表示領域５０１には、最大予測震度の数値を示す第１マークｍａ１が設け
られ、第２災害情報表示領域５０１における第１マークｍａ１は、第１割り込み画面Ｐｉ
１が表示されている間、当該画面に垂直で第１マークｍａ１の略中心を通る軸を中心に回
転する。
【００８５】
　第１割り込み画面Ｐｉ１の割り込み表示終了後の第１画面Ｐ１の表示は、第１災害情報
表示領域１０１の下部（図９、図１１では、第１グループ名称表示領域１０３ｂの上に重
畳する位置）で安否回答を促す第２割り込み画面Ｐｉ２の割り込み表示が行われる。
　第１画面Ｐ１における第１災害情報表示領域１０１は、太線の枠を設けるなど、第３時
間Ｔ３以外の間と異なった状態で表示される。
　第１画面Ｐ１における使用者マークには、対応する使用者の安否種類パラメータｓｐが
１から０に変わるまで、第３マークｍａ３が表示される。
　第１画面Ｐ１における使用者の位置情報は、対応する使用者の安否種類パラメータｓｐ
が１から０に変わるまで、災害時に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳細度パラメー
タｄｐ２）で表示される。
【００８６】
　第２割り込み画面Ｐｉ２は、「無事を報告する」ボタン６０１と「メッセージを送信す
る」ボタン６０３を表示する（図９参照）。
【００８７】
　「無事を報告する」ボタン６０１をクリックする第１操作が行われると、携帯端末は、
第１操作が行われたことに関する情報と当該携帯端末の位置情報を位置情報サーバー３０
に送信する。
　位置情報サーバー３０は、これらの情報を送信した携帯端末の位置情報を更新し、且つ
安否種類パラメータｓｐを１から０に変更する（図１４参照）。
　また、第２割り込み画面Ｐｉ２の割り込み表示は終了し、当該携帯端末の使用者に対応
する第３マークｍａ３は消灯し、当該携帯端末の使用者に対応する使用者の位置情報は、
平常時に開示する位置情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１）で表示される（
図１０参照）。
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【００８８】
　「メッセージを送信する」ボタン６０３がクリックされると、第２割り込み画面Ｐｉ２
は、「無事を報告する」ボタン６０１と「メッセージを送信する」ボタン６０３を表示す
る状態から、「無事を報告する」ボタン６０１よりも小さい「無事」ボタン６０２と、第
２メッセージ入力領域（メッセージを入力する領域）６０４と第２送信ボタン６０５と入
力キー領域６０６を表示する状態に変わる（図１１参照）。
　入力キー領域６０６を操作して、第２メッセージ入力領域６０４にメッセージが入力さ
れ、その後に第２送信ボタン６０５がクリックされると、携帯端末は、当該メッセージを
含む第２操作が行われたことに関する情報と当該携帯端末の位置情報を位置情報サーバー
３０に送信する。
　位置情報サーバー３０は、これらの情報を送信した携帯端末の位置情報を更新し、且つ
安否種類パラメータｓｐを１から０に変更する。
【００８９】
　さらに、位置情報サーバー３０は、当該携帯端末の使用者が属するグループに属する使
用者の全員の携帯端末に対して、当該メッセージを送信する。これにより、当該携帯端末
の使用者の発言として、当該携帯端末の使用者が属するグループのグループチャットには
当該メッセージが加えられる（図１２、図１３参照）。
　当該携帯端末の使用者が複数のグループに属する場合には、当該複数のグループのグル
ープチャットに当該メッセージが加えられる。
　また、第２割り込み画面Ｐｉ２の割り込み表示は終了し、当該携帯端末の使用者に対応
する第３マークｍａ３は消灯し、当該携帯端末の使用者に対応する使用者の位置情報は、
平常時に開示する位置情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１）で表示される（
図１０参照）。
【００９０】
　メッセージ送信操作（第２操作）を１回行うことで、使用者が属する総てのグループの
グループチャットにメッセージ（例えば、図１２、図１３に示すように、自分が大丈夫で
あることを示すメッセージ）を加えることが出来、グループに属する使用者全員に当該メ
ッセージを伝えることが可能になる。
【００９１】
　当該携帯電話の使用者が属するグループに属する他の使用者の携帯端末において第１操
作若しくは第２操作が行われると、当該他の使用者に対応する安否種類パラメータｓｐが
１から０に変わり、第１画面Ｐ１における当該他の使用者の使用者マークに表示された第
３マークｍａ３が消灯し、位置情報は、災害時に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳
細度パラメータｄｐ２）での表示から、平常時に開示する位置情報の詳細度合い（第１詳
細度パラメータｄｐ１）での表示に切り替えられる。
【００９２】
　例えば、使用者ＩＤ：１２、使用者名称：花子の第５２携帯端末Ｍ５２において、第１
操作若しくは第２操作が行われると、位置情報データベースＤ１における安否種類パラメ
ータｓｐが１から０に変更され、第１画面Ｐ１における使用者名称：花子に対応する使用
者マークに表示された第３マークｍａ３が消灯し、平常時に開示する位置情報の詳細度合
い（第１詳細度パラメータｄｐ１）で位置情報が表示される（図１５、図１６参照）。
【００９３】
　当該携帯端末の使用者が属するグループに属する他の使用者の携帯端末の総てにおいて
第１操作若しくは第２操作が行われると、当該携帯端末の使用者に対応する第３時間Ｔ３
が終了し、当該他の使用者に対応する安否種類パラメータｓｐが１から０に変わり、第１
画面Ｐ１における当該他の使用者の使用者マークに表示された第３マークｍａ３が消灯し
、位置情報は、災害時に開示する位置情報の詳細度合い（第２詳細度パラメータｄｐ２）
での表示から、平常時に開示する位置情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ１）
での表示に切り替えられる（図１７、図１８参照）。
　また、第１災害情報表示領域１０１は、太線の枠が無い状態での表示に切り替えられる
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【００９４】
　また、後述する第４画面Ｐ４で使用する災害発生時の使用者ごとの位置情報表示のため
に、第３時間Ｔ３が始まった時点、第３時間Ｔ３が終了した時点、若しくはその間やその
前後の所定の時点で位置情報データベースＤ１に記録された使用者ごとの位置情報を位置
情報サーバー３０若しくは携帯端末が記録しておくのが望ましい。
【００９５】
　第１画面Ｐ１が表示された状態で、災害情報ボタン１０５ｂがクリックされると、過去
に発生した災害情報を時系列に並べた第３画面Ｐ３の表示に切り替えられる（図１９、図
２２参照）。
　第３画面Ｐ３は、過去に発生した災害情報を時系列に並べた災害時系列表示領域３０１
と画面切替ボタン表示領域１０５を有する。
　災害時系列表示領域３０１は、地震に関する情報（地域、日時、最大震度、マグニチュ
ード）が時系列に表示される。
　災害時系列表示領域３０１のそれぞれの災害情報を示す領域には、第１災害情報と第２
災害情報については災害の規模（最大予測震度の数値）を示し、キャンセル情報の場合は
キャンセル情報であることを示す第１マークｍａ１が設けられる。
　本実施形態では、第１マークｍａ１は、第１災害情報については白抜き文字で表示され
、第２災害情報については黒文字で表示され、キャンセル情報についてはハッチングを施
した背景色に黒文字で×印を付けたもので表示される。
　また、第１災害情報に関連する第１マークｍａ１は暖色系（進出色系）の背景色を有し
、第２災害情報に関連する第１マークｍａ１は寒色系（後退色系）の背景色を有する形態
も考えられる。
　災害時系列表示領域３０１の災害情報を示す領域であって、第１災害情報を示す領域が
クリック（第３操作）されると、第４画面Ｐ４の表示に切り替えられる（図２０参照）。
【００９６】
　第３画面Ｐ３により、過去に生じた災害を時系列で視認出来るようになる。
【００９７】
　第４画面Ｐ４は、第３災害情報表示領域４０１、第３画面Ｐ３の表示に戻るための切替
ボタン４０２、第２使用者位置情報表示領域４０３、画面切替ボタン表示領域１０５を有
する。
　第３災害情報表示領域４０１では、第３操作でクリックした第１災害情報を示す領域に
対応する地震に関する情報（地域、日時、最大震度、マグニチュード）が表示される。
　第３災害情報表示領域４０１には、第３操作でクリックした第１災害情報を示す領域に
対応する災害の規模（地震の最大予測震度の数値）を示す第１マークｍａ１が設けられる
。
　切替ボタン４０２がクリックされると、第３画面Ｐ３の表示に切り替えられる（図１９
参照）。
【００９８】
　第２使用者位置情報表示領域４０３には、当該携帯端末の使用者が属するグループごと
に、グループマーク、グループ名称、所属する使用者に関する使用者マーク、使用者名称
、位置情報、位置情報の取得日時が設けられる。
　ここでいう位置情報は、第３操作でクリックした第１災害情報に対応した所定の時点で
位置情報データベースＤ１に記録されたもの（第３時間Ｔ３が始まった時点など、第１災
害情報が位置情報サーバー３０から送信された時点若しくは当該時点から所定時間以内に
位置情報サーバー３０の位置情報データベースＤ１に記録されたもの）が用いられる。
　本実施形態では、第１災害情報が位置情報サーバー３０から携帯端末に送信された時点
に位置情報サーバー３０の位置情報データベースＤ１に記録されたものが、第２使用者位
置情報表示領域４０３で表示する使用者の位置情報として用いられる。
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【００９９】
　第２使用者位置情報表示領域４０３に表示される位置情報の詳細度合いは、グループ情
報データベースＤ２における開示する位置情報の詳細度合い（第１詳細度パラメータｄｐ
１若しくは第２詳細度パラメータｄｐ２）に基づいて、決定される。
　本実施形態では、使用者の位置情報は、第１詳細度パラメータｄｐ１に基づいて、平常
時に開示する位置情報の詳細度合いで表示される。
【０１００】
　第２使用者位置情報表示領域４０３で表示される使用者ごとの位置情報の近傍（位置情
報と位置情報取得時間の間）には、第２マークｍａ２が設けられ、当該第２マークｍａ２
がクリックされると、第２マークｍａ２に対応する使用者の位置情報の地図表示（不図示
）に切り替えられる。
【０１０１】
　第４画面Ｐ４により、使用者の位置情報であって、過去に生じた災害における発生した
前後の時間帯のものを知ることが出来る。
【０１０２】
　本実施形態では、第１画面Ｐ１、第２画面Ｐ２、第３画面Ｐ３、第４画面Ｐ４が切り替
えて表示される形態を説明したが、２以上の画面が１つの表示画面上に並べて表示される
形態であってもよい。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　位置情報出力システム
　２０　情報源発信部
　３０　位置情報サーバー
　３１　通信部
　３３　記録部
　３５　制御部
　７０　入出力端末
　１０１　第１災害情報表示領域
　１０１ａ　「キャンセル情報であること」を示す文字表示領域
　１０３　第１使用者位置情報表示領域
　１０３ａ　位置通知ボタン
　１０３ｂ　第１グループ名称表示領域
　１０５　画面切替ボタン表示領域
　１０５ａ　ホームボタン
　１０５ｂ　災害情報ボタン
　１０５ｃ　避難所ボタン
　１０５ｄ　マイページボタン
　２０１　戻るボタン
　２０３　グループチャット表示領域
　２０３ａ　第２グループ名称表示領域
　２０３ｂ　チャット表示領域
　２０３ｂ１　第１メッセージ入力領域
　２０３ｂ２　第１送信ボタン
　３０１　災害時系列表示領域
　４０１　第３災害情報表示領域
　４０２　切替ボタン
　４０３　第２使用者位置情報表示領域
　５０１　第２災害情報表示領域
　５０１ａ　ＯＫボタン
　６０１　「無事を報告する」ボタン
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　６０２　「無事」ボタン
　６０３　「メッセージを送信する」ボタン
　６０４　第２メッセージ入力領域
　６０５　第２送信ボタン
　６０６　入力キー領域
　Ｄ１　位置情報データベース
　Ｄ２　グループ情報データベース
　ｄｐ１、ｄｐ２　第１詳細度パラメータ、第２詳細度パラメータ
　Ｍ５１～Ｍ５６　第５１携帯端末～第５６携帯端末
　ｍａ１～ｍａ３　第１マーク～第３マーク
　Ｐ１～Ｐ６　第１画面～第４画面
　Ｐｉ１、Ｐｉ２　第１割り込み画面、第２割り込み画面
　ｓｐ　安否種類パラメータ
　Ｔ１～Ｔ３　第１時間～第３時間
 

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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